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１　大阪府の特別職報酬等の改定経過

月額
（カット後）

カット率

知　事 1,050,000 ( 8.3%) 1,150,000 ( 9.5%) 1,270,000 (10.4%) 1,450,000 (14.2%) 1,450,000 1,015,000 30%

副知事 820,000 ( 7.9%) 910,000 (11.0%) 1,000,000 ( 9.9%) 1,140,000 (14.0%) 1,140,000 912,000 20%

出納長 640,000 ( 7.2%) 710,000 (10.9%) 810,000 (14.1%) 930,000 (14.8%) 930,000

議　長 850,000 ( 7.6%) 940,000 (10.6%) 1,030,000 ( 9.6%) 1,170,000 (13.6%) 1,170,000 994,500 15%

副議長 740,000 ( 8.8%) 820,000 (10.8%) 900,000 ( 9.8%) 1,030,000 (14.4%) 1,030,000 875,500 15%

議　員 680,000 (11.5%) 740,000 ( 8.8%) 820,000 (10.8%) 930,000 (13.4%) 930,000 790,500 15%

　　※Ｈ１６の答申では、報酬・給料の額は据え置かれたが、知事・副知事・出納長の調整手当（給料の１０％）を廃止。
　　※議員のカットは、Ｈ２３．４．２９まで。知事等は、Ｈ２３．３．３１まで。

（単位：円）

現行支給額
（カットの状況）

８．９ １０．８ １３．５

平成１６年度

１２年

据え置き

据え置き

平成４年度
（H4.4.1適用）

４年

１０．３ １０．８ １４．１

昭和６０年度
（S60.4.1適用）

４年

昭和６３年度
（S63.4.1適用）

３年

昭和５６年度
（S56.4.1適用）

１年６月

９．１

１１．３

改定年度

前回改定からの経過期間

平均改定率（単純平均）％

平均改定率（加重平均）％

改定額
（改定率）
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２　主要府県・政令市・国の特別職報酬等の状況（平成２３年１月１日現在）

（１）　主要府県の状況 （単位：千円）

本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間

 大　阪 1,450 1,015 30% H20.8～H23.3 1,140 912 20% H20.8～H23.3 1,170 995 15% H20.8～H23.4 1,030 876 15% H20.8～H23.4 930 791 15% H20.8～H23.4

 北海道 1,380 1,035 25% H20.4～H24.3 1,100 880 20% H20.4～H24.3 1,160 1,044 10% H20.4～H23.4 1,040 936 10% H20.4～H23.4 900 810 10% H20.4～H23.4

 東　京 1,511 1,359 10% H22.4～H23.3 1,233 1,233 - - 1,286 1,286 - - 1,160 1,160 - - 1,033 1,033 - -

 神奈川 1,450 1,160 20% H21.4～H23.3 1,160 986 15% H21.4～H23.3 1,200 1,140 5% H22.4～H23.3 1,080 1,026 5% H22.4～H23.3 970 921.5 5% H22.4～H23.3

 愛　知 1,509 1,403 10% H22.4～H23.3 1,112 1,034 7% H22.4～H23.3 1,209 1,112 8% H22.4～H23.3 1,064 979 8% H22.4～H23.3 977 899 8% H22.4～H23.3

 京　都 1,292 1,162 10% H11.6～H23.3 1,023 972 5% H11.6～H23.3 1,120 1,120 - - 1,030 1,030 - - 960 960 - -

 兵　庫 1,410 1,128 20% H20.4～H23.3 1,110 944 15% H20.4～H23.3 1,140 995 ※ H20.4～H23.3 1,040 920 ※ H20.4～H23.3 930 837 10% H20.4～H23.3

 広　島 1,389 1,250 10% H22.4～H23.3 1,091 1,009 8% H22.4～H23.3 1,113 1,002 10% H22.4～H23.3 964 892 8% H22.4～H23.3 901 833 8% H22.4～H23.3

 福　岡 1,350 1,350 - - 1,080 1,080 - - 1,110 1,110 - - 980 980 - - 890 890 - -

※議長、副議長加算の２５％を減額

（２）　主要政令市の状況 （単位：千円）

本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間

 横浜市 1,453 1,453 - - 1,168 1,168 - - 1,200 1,200 - - 1,080 1,080 - - 970 970 - -

 名古屋市 1,467 500 66%
H21.8～
現任期中

1,100 880 20% H19.4～H23.3 1,225 1,025 20万円 H22.11～H23.4 1,078 878 20万円 H22.11～H23.4 990 790 20万円 H22.11～H23.4

 大阪市 1,420 1,278 10% H20.3～H23.12 1,130 1,017 10%
H20.3～
H23.12

1,200 1,140 5% H21.4～H24.3 1,060 1,007 5% H21.4～H24.3 970 921.5 5% H21.4～H24.3

 堺　市 1,190 1,190 - - 990 990 - - 950 950 - - 850 850 - - 780 780 - -

 神戸市 1,410 1,128 20% H22.4～H23.3 1,110 943 15% H22.4～H23.3 1,140 1,140 - - 1,040 1,040 - - 930 930 - -

（３）　国の状況

本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間 本則の額 カット後 カット率 適用期間

 俸　給 2,060 2,060 - - 1,503 1,503 - - 1,441 1,441 - - 1,228 1,228 - -

区　分

備　　　考

（単位：千円）

区　分

内閣総理大臣
最高裁判所長官

国務大臣
人事院総裁

副大臣
内閣法制局長官

大臣政務官

議　　　長 議　　　員

 区　分

副　知　事

議　　　長

知　　　　事

副　議　長

副　議　長

市　　　長 副市長 議　　　員

－　２　－



３　府の一般職の職員の給与改定率等の推移
職員区分

指 数

改 定 率（ ％） （ ２．８４ ％） （ １．８９ ％） （ １．１７ ％） （ ０．８９ ％） （ ０．８７ ％） （ ０．９５ ％） （ ０．６６ ％） （ ０．２２ ％） （ ０．１０ ％） （ ０．００ ％） （△１．８１ ％） （△１．０１ ％） （ ０．００ ％） （△０．２７ ％） （△１．４６ ％） （ ０．４６ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％）

指 数

改 定 率（ ％） （ 2.75 ％） （ １．９３ ％） （ １．１８ ％） （ ０．８８ ％） （ ０．９１ ％） （ ０．９２ ％） （ ０．６５ ％） （ ０．２５ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （△１．９７ ％） （△１．１０ ％） （ ０．００ ％） （△０．１８ ％） （△１．５３ ％） （ ０．４３ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％）

指 数

改 定 率（ ％） （ ３．０２ ％） （ １．９５ ％） （ １．２０ ％） （ ０．９５ ％） （ ０．４７ ％） （ １．０５ ％） （ ０．６９ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （△２．１８ ％） （△１．２９ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （△１５．０１ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率（ ％） （ ２．７６ ％） （ １．８８ ％） （ １．１４ ％） （ ０．７８ ％） （ ０．４３ ％） （ １．０３ ％） （ ０．６８ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （△２．１１ ％） （△１．２１ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （△６．９８ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％） （ ０．００ ％）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

【参考】
消費者物価指数

指 数

（注）　上段は平成３年を１００とした指数で小数点第２位四捨五入。カッコ内は対前年の改定率。

【資料内用語の説明】

　一般職・・・大阪府職員のうち特別職（知事や副知事など）を除くすべての職員。（本庁部局長から、新規採用職員に至るすべての職員が含まれる）

　行政職・・・行政職給料表の適用を受ける職員（【例】一般行政職、土木職、ケースワーカーなどの技術職等）

　給与月額・・・給料月額に加え、扶養手当、地域手当、住居手当などの諸手当を含んだもの               （参考）地域手当とは・・・主に民間賃金の高い地域に支給される手当（大阪府域では給料月額の１０％）

　給料月額・・・いわゆる基本給部分

【本庁部局長・大阪府立大学長について】

　本庁部局長・・・現在、一般職の最高額を受けている職員

　　　※平成17年以前は指定職給料表（注）5号給の金額を記載

　　　※平成1８年以降は行政職給料表の最高号給（10級21号給）の金額に管理職手当1種の金額を合計した金額を記載

　　　　（注１）指定職給料表適用者には、管理職手当、扶養手当、住居手当などの属人的な手当は支給されず、そのような手当をすべて包含した金額を給料そのもので考慮のうえ、支給されていた

　　　　（注２）指定職給料表は上記（注１）のとおり、管理職手当のみならず、様々な手当を包含した金額のため、指定職給料表と行政職給料表の最高号給を単純比較することはできないが、あくまで、府の一般職で最高号給を受けている職の職員が受ける金額の参考例として記載。

　大阪府立大学学長・・・Ｈ１６まで一般職の最高額を受けていた職員（Ｈ１７に独立行政法人化）

　

１００．０

716,400

９０．０ ９０．０

１０４．２ １０２．０

９０．０

１０３．５ １０３．５ １０３．５

９０．０

716,400 716,400 716,400

１０４．２ １０４．９

716,400

９０．０

１０２．９

1,301,000 1,301,000 1,301,000 1,294,000

９８．０ ９８．０ ９７．７

９８．０

1,066,000 1,066,000 1,066,000

2,071,000 2,071,000 2,071,000 2,065,000

1,066,000

１０５．０

９８．０

平成21年 平成22年

１０５．４ １０５．４ １０５．４ １０５．４

９８．０ ９８．０

平成19年 平成20年

１０５．０

１００．０ １０２．１

大阪府立大学学長

本庁部局長

Ｈ１７以後の一般
職
（行政職）の最高
額

一般職の職員
（行政職）

Ｈ１６以前の一般
職の最高額

【参考】
国の特別職の
俸給月額等

総理大臣

議員
１０９．４ １０７．０ １０５．６

１０４．２

1,328,0001,345,000

１０４．３

１０５．６

1,328,000 1,301,000

１０５．６ １０３．５

１０５．４１０７．７ １０８．３ １０６．７ １０５．７ １０５．２

９８．０

2,071,000

１０５．２ １０５．６

９８．０

2,254,000 2,227,000

９８．０

１０６．２ １０４．６

1,146,000 1,066,000

１０５．３

１０５．４

843,000

１０５．９

１０５．０１０５．０

１０５．３

2,227,000

１０５．９

843,000

１０５．４

1,146,000

平成16年 平成17年

１０６．５

平成18年

１０６．８

１０６．４

１０５．０
給与月額

給料月額

大阪市、年間平均 １０７．９ １０７．３

1,257,000

１０４．０ １０５．１

1,343,000 1,349,000

１０３．０

平成３年区　　　　　　分

１０２．８

１０２．８１００．０

１００．０

１０５．０

１０４．７

１０６．０

１０６．０

１０４．８

１０６．３

１０５．９

１０４．７

１０７．０

１０６．９

１０７．９

１０７．９

１０９．８

１０９．８

１０９．７ １０９．７

１０９．０

873,000

１０９．９

１０９．８

１０７．９

１０７．６

１０９．９

１０９．８

平成13年 平成14年

796,000 836,000 854,000

平成４年 平成８年 平成９年 平成10年

１０９．６

１０９．６

１０８．９

１０８．９

平成12年平成５年 平成６年 平成11年平成７年

1,292,000

2,114,000

１００．０

１００．０

１０２．８

1,087,000

１０２．５

820,000

1,117,000

2,167,000

846,000

1,151,000

2,234,000

１０７．３

１０６．７

１０６．６

2,208,000

1,160,000

１０５．７１０４．４

1,138,000

2,265,000

1,332,000 1,364,000

858,000 867,000

1,177,000

１０８．９

１０８．３

1,165,000

１０７．８

１０７．２

１０７．１

1,185,000

2,304,0002,288,000

１０８．２

１０９．０

1,375,000 1,375,000

１０９．４ １０９．４

１０９．０

873,000

1,185,000

2,304,000

１０９．０

１０９．０

１０９．７

873,000

1,375,000

１０９．４

1,185,000

2,304,000

１０９．０

2,304,000

１０９．７

１０９．０

１０９．０ １０６．７

873,000

1,185,000

１０６．８ １０７．３ １０８．５

1,317,000

１００．０ １０２．８ １０４．８ １０６．０

1,375,000

854,000

1,160,000

2,255,000

１０７．３

１０６．７

平成15年

１０６．８

１０６．４

１０５．９

1,328,000

１０５．３

2,227,000

843,000

１０５．４

1,146,000

－　３　－



４　大阪府の議員・知事等の報酬等支給額

【減額前】 （単位：円）

報酬（給料） 諸手当 計 報酬（給料等） 期末手当 計

知 事 1,450,000 0 1,450,000 17,400,000 6,699,000 24,099,000

副 知 事 1,140,000 0 1,140,000 13,680,000 5,266,800 18,946,800

議 長 1,170,000 0 1,170,000 14,040,000 5,405,400 19,445,400

副 議 長 1,030,000 0 1,030,000 12,360,000 4,758,600 17,118,600

議 員 930,000 0 930,000 11,160,000 4,296,600 15,456,600

【参考】一般行政職の最高号給

給　料 諸手当 計 給料等 期末(勤勉)手当 計

行 政 職 10 級 21 号 給 575,300 229,240 804,540 9,654,480 3,632,898 13,287,378

（注）　一般行政職の諸手当欄は地域手当、管理職手当及び扶養手当（配偶者）の合計額である。

年　　　　　額
区　　　　分

区　　　　分
月　　　　　額 年　　　　　額

月　　　　　額

- 4 -



【減額後】 （単位：円）

報酬（給料） 諸手当 計 報酬（給料等） 期末手当 計

知 事 1,015,000 0 1,015,000 12,180,000 4,689,300 16,869,300

副 知 事 912,000 0 912,000 10,944,000 4,476,780 15,420,780

議 長 994,500 0 994,500 11,934,000 5,405,400 17,339,400

副 議 長 875,500 0 875,500 10,506,000 4,758,600 15,264,600

議 員 790,500 0 790,500 9,486,000 4,296,600 13,782,600

【参考】一般行政職の最高号給

給　料 諸手当 計 給料等 期末(勤勉)手当 計

行 政 職 10 級 21 号 給 494,758 222,185 716,943 8,603,316 3,414,924 12,018,240

（注）　一般行政職の諸手当欄は地域手当、管理職手当及び扶養手当（配偶者）の合計額である。

年　　　　　額
区　　　　分

区　　　　分
月　　　　　額 年　　　　　額

月　　　　　額

- 5 -



５　大阪府の給与抑制措置について

給料 期末手当 報酬 期末手当 給料 管理職手当 期末・勤勉手当

9

10
12月期、3月期
　10％カット

11

12

13 特別昇給停止

14
（１５．１～１５.１１）

７％カット

　　　　　特別昇給停止

・プラスの人勧（0.34％）に対し、
国の給料表に準じてマイナス改
定（△1.81％）

15
・プラスの人勧（2.16％）に対し、
国の給料表に準じてマイナス勧
告（△1.01％）

16
・プラスの人勧（1.79％）に対し、
改定見送り

17 ・調整手当の廃止

18

19
・プラスの人勧（0.97％）に対し、
0.46％の改定

20

21

22

（１７．６～）
知　事

３０％カット

副知事
1５％カット

（２０．８～）
知　事

３０％カット

副知事
２０％カット

（２０．８～）
１５％カット

（１４．４～１５.４）

５％カット

（１３．１２～１７．４）

知　 事
３０％カット

副知事
１０％カット

５％カット

（１５．１２～１７．３）
８％カット

（２０．８～）
管理職

14～11.5％カット

非管理職
9.5～3.5％カット

年度
知事・副知事 議員 一般職

５％カット

（１７．６～）
管理職

　６％カット

その他
４％カット

給与改定凍結

普通昇給停止
特別昇給停止

３％カット
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